
年度 主な取組内容 成果

令和 5 年度 ・有識者による部活動検討懇談会（年３回、R6にも 3 回）

・各種アンケート調査の実施（R6と併せて、中学生４回、小

学生３回、教員３回、保護者２回、地域指導者３回）

・地域の文化・スポーツ団体への説明会

・調査結果の総括

・推進計画（1 次案）の策定

令和 6 年度 ・地域連携モデルとして合同部活動の実施（柔道・サッカー）

・部活動指導員の配置及び部活アプリの活用開始

・中学生が参加可能な地域活動一覧表の周知

・小中学生・教員・保護者・地域指導者による部活動座談会

・他校生との交流

・専門指導の実現

・地域受け皿の拡充が進む

・推進計画の改訂

令和 7 年度 ・拠点校部活動の導入

・ラントレ（陸上トレーニング）の創設

・小学校教員の兼職・兼業開始

・運営団体として岩倉スポーツクラブに「小中学生の部」新設

・地域活動体験「マルチ活動デー」開催

・部活動地域連携・地域展開実務者会議（随時）

・認定地域クラブ制度の検討開始

・活動種目の選択肢増加

・中学校総合体育大会出場

のための学校練習負担軽

減（陸上）

・部活動指導員や部活動サ

ポーターの増員

・各種目で合同練習の試行

岩倉市部活動地域連携・地域展開だより №７

～子どもたちに、持続可能でより豊かなスポーツ・文化環境を～

岩倉市教育委員会

岩倉中学校・南部中学校

令和８年１月発行

これまでの取組

・「他の学校の人と練習できて刺激になった！」

・「先生がいなくても地域の指導者が教えてくれ

るのが安心」

・「いろんな人に応援されている感じがうれしい！」

・「自分の学校にはない種目の部活動ができてう

れしい」

虌虇虈虉虊虋 目的 ： 岩倉市では、「子どもたちに、持続可能でより豊かなスポーツ・文化環境を提供する」ことを最上位目標に、部活動の地域連携・地域展開を進

めています。少子化により部員数の減少が進むなかでも、すべての中学生が平等に活動を続けられるように、そして、教員の働き方改革を進め

ながら、地域全体で子どもを支える仕組みを整えていきます。

中学生の声



今後の展開予定
改革推進期間 改革実行期間（前期） 改革実行期間（後期）

岩倉中学校 南部中学校 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 R１２年度 R１３年度

陸上 陸上 ラントレ参加 ４月～休日の活動は地域クラブ（ラントレ）へ移す（大会出場の単位は個別に判断する）

柔道 柔道
休日合同練習・合同大会出場の実施

９月～休日の活動は地域クラブ（各種目市内１クラブｏｒ各種目各校１クラブ）へ移す
（大会等への団体出場が学校毎か合同チームかは個別に判断する）サッカー サッカー

剣道

拠点校部活動の実施
９月～休日の活動は地域クラブ（各種目市内１クラブ）へ移す
（大会等へは地域クラブとして出場する）

水泳

バレーボール男

ソフトテニス男

ソフトボール

バレーボール女 バレーボール女

休日合同練習・合同大会出場の検討・試行

９月～休日の活動は地域クラブ（各種目市内１クラブ or 各種
目各校１クラブ）へ移す
（大会等への団体出場が学校毎か合同チームかは個別に
判断する）

ソフトテニス女 ソフトテニス女

卓球男・女 卓球男女

バスケットボール男・女 バスケットボール男・女

軟式野球 軟式野球

吹奏楽 吹奏楽 休日の練習に地域指導者を活用 休日の練習を岩倉市民吹奏楽団へ委託（学校毎）

茶華道 茶花

学校部活動として休日の練習は行わない美術 美術

家庭／パソコン

陸上・ラントレクラブ（含：陸上競技大会出場

希望者）はR8年度から、柔道クラブ、サッカー

クラブはR9年度から、休日活動の事故やケガ

に備えて岩倉スポーツクラブ「小中学生の部」

へ入会（年会費1,200円＋保険料800円）し

ていただきます。

全ての運動部が地域展開す

るR１０年度からは、国が示す

受益者負担額を参考に岩倉ス

ポーツクラブの年会費に加え

て、可能な限り低廉な参加費を

設定します。

平日の部活動については、地

域学校協働活動による見守りな

どを活用して、教職員による指導

を勤務時間内に納めるように努

めるとともに、地域展開について

も検討します。

CV CV

CV

💡 新しい「地域クラブ活動」って？

学校部活動の教育的意義を引き継ぎなが

ら、地域の団体や指導者が中心となって運営

する新しい活動です。市が認定する「地域クラ

ブ」として、活動内容・指導者・安全体制など

を適正に管理します。


